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2021年10月29日の予算・税制改正案発表を受け、「TaXavvy日
本語版 2022年度税制改正案 速報版」を2021年10月31日に発行
しました。 
 
本記事「TaXavvy日本語版 2022年度税制改正案 パート2」は、そ
の後2021年11月9日に公表された税制改正法案(財務法案)に基
づき、そのうち主要な内容をまとめたものとなります。 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1. 法人所得税および個人所得税の課税範囲 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国外源泉所得をマレーシアに送金した場合の課税  

 
2022年税制改正案において、2022年1月1日より、マレーシア居住者が得た国外源泉所得につきマレーシアで

送金を受けた場合、法人税・所得税の課税を受けることが提案されました。  

 

改正法案において追加的に明らかになった事項  

● 国外源泉所得に対する課税は、税務上のマレーシア居住者に適用され、会社および個人が対象になり

ます。 

● すべての種類の所得が対象であり、事業所得、雇用所得に加え、その他の受動的所得（配当、利息、ロ

イヤルティなど）が対象になります。  

● 経過措置として、2022年1月1日から2022年6月30日の間にマレーシアに送金される国外源泉所得は、グ

ロスの所得金額に対して3%の税率で課税されます。  

● 2022年7月1日以降にマレーシアに送金される国外源泉所得は、会社であれば24%（中小企業に該当す

る場合、課税所得RM600,000までは17%）、個人であれば0%から30%の税率で課税されます。  

(2022年1月1日より適用)  

コメント:  

● 3%の税率は、2022年7月1日以降に通常税率の適用を受ける前に、国外所得をマレーシアに送金する

納税者への影響を緩和するための経過措置と考えられます。  

● RM100百万以上の課税所得に対して課せられる33%の「富裕税」の適用を受ける企業の場合、税率3%

の経過措置の期間中に送金された金額がどのように課税されるかが、現時点では不明となっていま

す。今後の明確化が期待されます。  

● 改正法案の規定は、すべての税務上の居住者が稼得するすべての種類の所得を対象としており、国外

源泉所得に幅広く課税する大きな影響を及ぼします。特定の所得を免税にするための政令等を設ける

ことを政府が検討するか、現時点では不明です。  

● 所得としての性質を持つものを送金した場合のみ課税が生じる点に留意が必要です。たとえば、もとも

と課税されないキャピタルゲインの送金を国外から受けても、課税されません。  

● 実務的には、送金額のうち所得に該当する部分（たとえば、利息、給与、配当など）と元本の返済など所

得に該当しない部分をどのように区別するかが、課題のひとつになると考えられます。また、為替換算

の影響も考慮する必要があります。 これらの問題の影響は時間の経過とともに積み重なっていくため、

税務当局により早期に手当されることが望まれます。  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2. 法人所得税 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欠損金の繰越し期間  
 

2022年税制改正案において、以下の通り、欠損金の繰越し期間を7年から10年に延長することが提案され

ました。 

● 2019課税年度以降に発生した欠損金は、その後10課税年度にわたって繰り越すことができます。  

● 2018課税年度の時点における繰越欠損金の残高は、2028課税年度まで繰り越すことができます。  

 

改正法案において追加的に明らかになった事項  

● 繰越期間の延長は、1967年所得税法における欠損金（事業損失）のみが対象になります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再投資控除(RA)の未利用額の繰越し期間  
 

これまで、RAの未利用額は、以下のように7年間繰り越すことができました。  

 

1. 当初15年間の再投資控除  

○ 15年間の終了が2018課税年度以前の場合は、2018課税年度時点のRAの未利用額の残高

を2025課税年度まで  

○ 15年間の終了が2019課税年度以降の場合は、終了した課税年度から7課税年度まで  

2. 2016課税年度から2018課税年度の特別再投資控除  

○ 2018課税年度時点の特別RA未利用額を2025課税年度まで  

 

2022年税制改正案では、国家経済再生計画(PENJANA)のもとで導入された2020課税年度から2022課税年

度までの特別再投資控除を2年間延長(2024課税年度までに延長)することが発表されました。  

 

改正法案において追加的に明らかになった事項  

 

上記の税制改正案に付随して、2020課税年度から2024課税年度までの期間に発生した2024課税年度終了

時点での特別RAの未利用額については、2031課税年度まで7年間の繰越し可能になることが改正法案で

明らかになりました。  

 

 

 

 

 

 

 

  

コメント:  

1986年投資促進法における未利用のパイオニア損失の7年の繰越し期間については、今回の改正法案

では改正が行われませんでした。  

 

また、再投資控除(RA)の未利用額や所得税法別表7Bの承認サービスプロジェクトに係る投資控除の未

利用額についても、現行の7年間の繰越し期間は延長されませんでした。  

コメント: 

当初の15年間のRAの未利用額、その後の2度の特別RAの未利用額については、それぞれ繰越しの開

始時期が異なるため、残高を分けて把握できるようにしておく必要があります。  



2. 法人所得税 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個人のエージェント等に対する支払いに係る源泉税  
 

従来、居住者であるエージェント、ディーラー、ディストリビューターに対する支払いに関しては、源泉税がかかり

ません。今回、以下の特定の支払いには、2％の源泉税を課すことが提案されました。  

● 販売、取引、スキームの実行に伴い、エージェント、ディーラー、ディストリビューターに対して支払う金銭

の総額が対象となります。  

● この源泉税は、居住者である個人のエージェント、ディーラー、ディストリビューターが、前課税年度に、

同一会社からRM100,000超の金銭・非金銭を受け取った場合のみ適用されます。  

● 会社が源泉徴収した金額は、エージェント、ディーラー、ディストリビューターへの支払いの日または未払

い計上した日から30日以内に、内国歳入庁（IRB）に納付する必要があります。  

● 会社が上記の源泉税の納付を適正に行わなかった場合、源泉税はその10%相当額だけ加算され、会社

は合計額の納付義務を負うことになります。また、加算額は損金算入できません。  

● エージェント、ディーラー、ディストリビューターは、控除された源泉税を自らの所得税から控除することが

できます。 

 

(2022年1月1日より適用)  

 

R&D会社/受託R&D会社のステータスの取得  
 

R&D会社および受託R&D会社のステータスを取得するには、MITI(国際通商産業省)への申請・承認が必要に

なります。承認のための一定の条件が予め付与される可能性があります。ステータスは5年間付与され、承認

を得れば延長可能です。  

 

既存のR&D会社および受託R&D会社は、2022年1月1日から6月30日の期間、そのステータスを継続すること

ができます。ステータスをさらに継続するには、この期間内にMITIに通知する必要があり、そうでなければス

テータスを失うことになります。  

 

(2022年1月1日より適用)  

コメント:  
本改正は、R&D会社または受託R&D会社の役務に対して支払いを行い、税務上の二重控除を適用している
会社にも影響するため、留意が必要です。つまり、支払先のR&D会社または受託R&D会社がそのステータ
スを失うと、二重控除を適用できなくなります。  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3. 税務執行 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納税者識別番号 (Tax Identification Number (“TIN”))  
 

2022年税制改正案において、TINが2022年に導入されることが提案されていました。  

 

改正法案において追加的に明らかになった事項  

1. 内国歳入庁長官は、1967年所得税法のもと、TINを発行する権限を付与されます。TINは、個人所得

税、不動産利得税、印紙税で用いられます。  

 

2. 以下に該当する人は、TINを持つことが必要になります。  

● 上記の税に係る課税を受け、納税義務を負う者  

● 所得税の申告書を提出する義務を負う者  

● 18歳以上のマレーシア国民  

 

3. 2022年1月1日より前に納税者番号(tax reference number)を付与された者は、TINを付与されたとみな

されます。 

 

(2022年1月1日より適用)  

 

 

銀行口座の情報を要請する権限  
 

納税者の財産差押えの申請をする目的で裁判所の判決を取得した上で、内国歳入庁長官に、金融機関に

対して納税者の銀行口座情報の提供を要求できる権限を付与することが提案されました。  

 

内国歳入庁の要請に従わない場合、RM200からRM20,000の罰金または6か月以内の懲役あるいはその双

方が科されます。金融機関は、内国歳入庁の要請について、外部に公開することはできません。  

 

(2022年1月1日より適用)  

 

 

所定のフォームでの住所変更の通知  
 

これまで、所得税および石油所得税において、納税者が内国歳入庁に住所変更を通知する際、通知のた

めの特定のフォームがは規定されていませんでした。  

今回、所定のフォームを用いて住所変更の通知をすべき旨が提案されました。  

(2022年1月1日より適用)  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4. その他（不動産利得税、個人所得税） 

不動産利得税
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個人所得税における医療費控除  

2022課税年度より、個人所得税の医療費控除の対象に、COVID-19の検査費用が加えられます（適切な
レシートが必要）。  
 

個人所得税における国内旅費控除  

個人所得税の国内旅費控除の対象に、ライセンスを持つ旅行代理店のパッケージツアー費用が加えられ
ます。2021年1月1日から2022年12月31日の間の支払いが対象で、2021課税年度および2022課税年度に
適用されます。  

マレーシアの会社・信託・社団が不動産を譲渡する際の不動産利得税の源泉徴収  

 

マレーシアの会社・信託・社団が、取得後3年以内に不動産を譲渡する場合、譲渡先は、譲渡対価のうち

金銭の部分の金額または譲渡対価全体の5%（従来は3%）の金額のいずれか少ない金額を源泉徴収し、

譲渡日後60日以内に内国歳入庁に納付すべきことが提案されました。  

 

(2022年1月1日より適用)  

個人所得税 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PwC Malaysia’s Budget 2022 Webinar

Building blocks for 
sustained recovery
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